
令和５年１月から記録等事務委託制度

のオンライン申請が開始されました 

 

令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号。以下

「改正法」という。）により、令和５年１月から自動車検査証を電子化するとともに、継続

検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務（以下「特定記録等事務」という。）及び

自動車検査証の変更記録に関する事務（以下「特定変更記録事務」という。）を国土交通大

臣が一定の要件を備える者に委託する制度（以下「記録等事務委託制度」という。）が創設

されオンライン申請が開始されましたのでお知らせします。 

 

 「記録事務代⾏ポータル」ホーム画⾯イメージ 

  



＝申請される⽅へ重要なお知らせ＝ 

新規の委託申請については、令和５年１⽉からオンラインで受付しています。 

『委託要領』や『委託要領の運⽤』等をよくご確認頂いたうえで、 

「記録事務代⾏ポータル」(https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/) 

から申請してください。 

特定記録等事務及び特定変更記録事務の業務を⾏うには、令和５年１⽉以降に

交付※される電⼦⾞検証が必要となります。 

※令和５年１⽉以降運輸⽀局等において、新規検査、継続検査、構造等変更検査及び登録⼿続き等、 

従来「⾃動⾞検査証」が交付される⼿続きを⾏った場合に電⼦⾞検証が交付されます。 

 

新しい⾃動⾞検査証の仕様と詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．記録等事務委託制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．記録等事務の実施⽅法・内容（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３．記録等事務代⾏アプリの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．検査標章の仕様変更 

 


